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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体チップと、
　前記半導体チップ上に形成された配線と、
　前記配線を被覆するパッシベーション膜と、
　前記パッシベーション膜を貫通して形成され、前記配線を前記パッシベーション膜から
部分的に露出させるための開口と、
　前記配線における前記開口に臨む部分上に形成され、その周縁部が前記パッシベーショ
ン膜における前記開口の周囲に乗り上げて形成された介在膜と、
　前記介在膜上に形成されたポストバンプとを備え、
　前記ポストバンプは、その下面が前記介在膜に下側から支持された基端部と、前記基端
部の前記下面と同一平面からなる下面を有し、当該下面と前記パッシベーション膜との間
に空間が形成されるように前記基端部から前記介在膜の周縁よりも側方にはみ出した周縁
部とを含み、
　前記介在膜の周縁に対する前記ポストバンプの周縁部のはみ出し量は、前記介在膜の膜
厚よりも大きい、半導体装置。
【請求項２】
　半導体チップと、
　前記半導体チップ上に形成された配線と、
　前記配線を被覆するパッシベーション膜と、
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　前記パッシベーション膜を貫通して形成され、前記配線を前記パッシベーション膜から
部分的に露出させるための開口と、
　前記開口内において前記配線の表面および前記パッシベーション膜の側面を覆い、前記
パッシベーション膜における前記開口の周囲を覆う介在膜と、
　前記介在膜上に形成されたポストバンプとを備え、
　前記ポストバンプは、その下面が前記介在膜に下側から支持された基端部と、前記基端
部の前記下面と同一平面からなる下面を有し、当該下面と前記パッシベーション膜との間
に空間が形成されるように前記基端部から前記介在膜の周縁よりも側方にはみ出した周縁
部とを含み、
　前記介在膜の周縁に対する前記ポストバンプの周縁部のはみ出し量は、前記介在膜の膜
厚よりも大きい、半導体装置。
【請求項３】
　半導体チップと、
　前記半導体チップ上に形成された配線と、
　前記配線を被覆するパッシベーション膜と、
　前記パッシベーション膜を貫通して形成され、前記配線を前記パッシベーション膜から
部分的に露出させるための開口と、
　前記配線における前記開口に臨む部分上に形成され、その周縁部が前記パッシベーショ
ン膜における前記開口の周囲に乗り上げて形成された介在膜と、
　前記介在膜上に形成されたポストバンプとを備え、
　前記ポストバンプは、その下面が前記介在膜に下側から支持された基端部と、前記基端
部の前記下面と同一平面からなる下面を有し、当該下面と前記パッシベーション膜との間
に空間が形成されるように前記基端部から前記介在膜の周縁よりも断面視で側方にはみ出
した周縁部とを含み、
　前記介在膜の周縁に対する前記ポストバンプの周縁部のはみ出し量は、前記介在膜の膜
厚よりも大きい、半導体装置。
【請求項４】
　半導体チップと、
　前記半導体チップ上に形成された配線と、
　前記配線を被覆するパッシベーション膜と、
　前記パッシベーション膜を貫通して形成され、前記配線を前記パッシベーション膜から
部分的に露出させるための開口と、
　前記配線における前記開口に臨む部分上に形成され、その周縁部が前記パッシベーショ
ン膜における前記開口の周囲に乗り上げて形成された介在膜と、
　前記介在膜上に形成されたポストバンプと、
　前記ポストバンプに接合された半田ボールとを備え、
　前記ポストバンプは、その下面が前記介在膜に下側から支持された基端部と、前記基端
部の前記下面と同一平面からなる下面を有し、当該下面と前記パッシベーション膜との間
に空間が形成されるように前記基端部から前記介在膜の周縁よりも側方にはみ出した周縁
部とを含み、
　前記介在膜の周縁に対する前記ポストバンプの周縁部のはみ出し量は、前記介在膜の膜
厚よりも大きい、半導体装置。
【請求項５】
　前記介在膜上に形成されたシード膜をさらに含み、
　前記ポストバンプは、前記シード膜上に形成されている、請求項１～４のいずれか一項
に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記シード膜は、その周縁部が前記介在膜の周縁よりも側方にはみ出している、請求項
５に記載の半導体装置。
【請求項７】
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　前記介在膜の周縁に対する前記シード膜の周縁部のはみ出し量は、前記介在膜の膜厚よ
りも大きい、請求項６に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記ポストバンプの側面が、前記シード膜の側面と面一をなしている、請求項５～７の
いずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記半導体チップの表層部に形成された層間絶縁膜をさらに含み、
　前記配線は、前記層間絶縁膜上に形成されている、請求項１～８のいずれか一項に記載
の半導体装置。
【請求項１０】
　前記ポストバンプがＣｕからなり、
　前記介在膜が、ＴｉＷ、Ｔｉ、ＴａおよびＴａＮからなる群から選択される１種からな
るバリア膜である、請求項１～９のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記ポストバンプがＡｕからなり、
　前記介在膜が、ＴｉＷからなるバリア膜である、請求項１～９のいずれか一項に記載の
半導体装置。
【請求項１２】
　前記配線が、Ａｌからなる、請求項１～１１のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１３】
　前記配線が、Ｃｕを含む金属材料を用いて形成されている、請求項１～１１のいずれか
一項に記載の半導体装置。
【請求項１４】
　前記配線が、ＡｌＣｕからなる、請求項１３に記載の半導体装置。
【請求項１５】
　前記配線が、Ｃｕからなる、請求項１３に記載の半導体装置。
【請求項１６】
　半導体チップ上に配線を形成する工程と、
　前記配線を被覆するようにパッシベーション膜を形成する工程と、
　前記パッシベーション膜を貫通することにより、前記配線を前記パッシベーション膜か
ら部分的に露出させるための開口を形成する工程と、
　前記配線における前記開口に臨む部分および前記パッシベーション膜に介在膜を形成す
る工程と、
　前記介在膜上に、シード膜を形成する工程と、
　前記シード膜上に、所定の形状の開口を有するレジスト膜を形成する工程と、
　前記シード膜からのめっき成長により、前記レジスト膜の前記開口内にポストバンプを
形成する工程と、
　前記ポストバンプの形成後、前記レジスト膜を除去し、当該除去により露出した前記シ
ード膜における前記ポストバンプから露出した部分を、前記シード膜をエッチング可能な
液により除去する工程と、
　前記シード膜の除去後、前記シード膜の下方の前記介在膜にまでエッチングが進行する
ように、前記介在膜をエッチング可能な液を前記介在膜に供給することにより、前記介在
膜における前記シード膜から露出した部分を除去し、さらに前記介在膜における前記シー
ド膜の周縁部と前記パッシベーション膜とに挟まれた部分を前記介在膜の膜厚よりも多く
除去することによって、前記ポストバンプに、残った前記介在膜にその下面が下側から支
持された基端部と、前記基端部の前記下面と同一平面からなる下面を有し、当該下面と前
記パッシベーション膜との間に空間が形成されるように前記基端部から前記介在膜の周縁
よりも側方にはみ出した周縁部とを形成する工程とを含む、半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記介在膜をエッチングする工程では、前記シード膜の下方の前記介在膜にまでエッチ
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ングが進行するように、エッチング液の供給時間を設定する、請求項１６に記載の半導体
装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、いわゆるＷＬ－ＣＳＰ（ウエハレベルチップサイズパッケージ：Wafer Le
vel-Chip Size Package）技術が適用された半導体装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、半導体装置の高機能化・多機能化に伴って、ＷＬ－ＣＳＰ技術の実用化が進んで
いる。ＷＬ－ＣＳＰ技術では、ウエハ状態でパッケージング工程が完了され、ダイシング
によって切り出された個々のチップサイズがパッケージサイズとなる。
　図４は、ＷＬ－ＣＳＰ技術が適用された半導体装置の構造を示す図解的な断面図である
。
【０００３】
　この半導体装置１０１は、その基体をなす半導体チップ（図示せず）を備えている。半
導体チップ上には、ＳｉＯ２（酸化シリコン）からなる層間絶縁膜１０２が形成されてい
る。層間絶縁膜１０２上には、Ａｌ（アルミニウム）からなる配線１０３が所定の配線パ
ターンで形成されている。層間絶縁膜１０２および配線１０３上には、ＳｉＮ（窒化シリ
コン）からなり、配線１０３を被覆するパッシベーション膜１０４が形成されている。パ
ッシベーション膜１０４には、配線１０３の一部をパッシベーション膜１０４から露出さ
せるための開口１０５が形成されている。
【０００４】
　配線１０３における開口１０５に臨む部分上には、Ｔｉ（チタン）からなるバリア膜１
０６が形成されている。バリア膜１０６の周縁部は、パッシベーション膜１０４に乗り上
げている。バリア膜１０６上には、Ｃｕ（銅）からなるポストバンプ１０７が形成されて
いる。ポストバンプ１０７の側面は、バリア膜１０６の側面と面一をなしている。ポスト
バンプ１０７上には、半田ボール１０８が形成されている。半田ボール１０８は、配線基
板上の外部配線に接続される外部端子である。半田ボール１０８が配線基板上の外部配線
に接続されることにより、配線１０３と外部配線との電気的な接続が達成されるとともに
、半導体装置１０１が配線基板上に支持される。
【特許文献１】特開２００５－３５３８９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような構造では、半田ボール１０８に外力が加わると、バリア膜１０６およびポス
トバンプ１０７の周縁部に応力が集中し、この応力の集中により、バリア膜１０６の周縁
部の直下に位置するパッシベーション膜１０４にクラックが生じるおそれがある。
　また、パッシベーション膜１０４におけるクラックの発生を防止するために、パッシベ
ーション膜１０４上に開口１０５と連通する貫通孔を有するポリイミド層を形成し、バリ
ア膜１０６の周縁部をポリイミド層上に配置することが考えられる。バリア膜１０６の周
縁部とパッシベーション膜１０４との間にポリイミド層が介在されるため、バリア膜１０
６およびポストバンプ１０７の周縁部に応力が集中しても、その応力は、ポリイミド層に
よって吸収され、パッシベーション膜１０４に伝達されない。よって、パッシベーション
膜１０４にクラックが生じるのを防止することができる。
【０００６】
　しかし、ポリイミド層を形成する工程を追加しなければならないので、半導体装置１０
１の製造工程数の増加を招き、製造コストが増大してしまう。また、ポリイミド層は、応
力を吸収することができる十分な厚さに形成する必要がある。そのため、半導体装置１０
１の厚さが増すという問題もある。
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　そこで、本発明の目的は、製造工程数の増加や厚さの増大などの問題を生じることなく
、パッシベーション膜にクラックが生じるのを防止することができる半導体装置およびそ
の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するための請求項１記載の発明は、半導体チップと、前記半導体チップ
上に形成された配線と、前記配線を被覆するパッシベーション膜と、前記パッシベーショ
ン膜を貫通して形成され、前記配線を前記パッシベーション膜から部分的に露出させるた
めの開口と、前記配線における前記開口に臨む部分上に形成され、その周縁部が前記パッ
シベーション膜における前記開口の周囲に乗り上げて形成された介在膜と、前記介在膜上
に形成されたポストバンプとを備え、前記ポストバンプは、その下面が前記介在膜に下側
から支持された基端部と、前記基端部の前記下面と同一平面からなる下面を有し、当該下
面と前記パッシベーション膜との間に空間が形成されるように前記基端部から前記介在膜
の周縁よりも側方にはみ出した周縁部とを含み、前記介在膜の周縁に対する前記ポストバ
ンプの周縁部のはみ出し量は、前記介在膜の膜厚よりも大きい、半導体装置である。
　また、請求項２記載の発明は、半導体チップと、前記半導体チップ上に形成された配線
と、前記配線を被覆するパッシベーション膜と、前記パッシベーション膜を貫通して形成
され、前記配線を前記パッシベーション膜から部分的に露出させるための開口と、前記開
口内において前記配線の表面および前記パッシベーション膜の側面を覆い、前記パッシベ
ーション膜における前記開口の周囲を覆う介在膜と、前記介在膜上に形成されたポストバ
ンプとを備え、前記ポストバンプは、その下面が前記介在膜に下側から支持された基端部
と、前記基端部の前記下面と同一平面からなる下面を有し、当該下面と前記パッシベーシ
ョン膜との間に空間が形成されるように前記基端部から前記介在膜の周縁よりも側方には
み出した周縁部とを含み、前記介在膜の周縁に対する前記ポストバンプの周縁部のはみ出
し量は、前記介在膜の膜厚よりも大きい、半導体装置である。
　また、請求項３記載の発明は、半導体チップと、前記半導体チップ上に形成された配線
と、前記配線を被覆するパッシベーション膜と、前記パッシベーション膜を貫通して形成
され、前記配線を前記パッシベーション膜から部分的に露出させるための開口と、前記配
線における前記開口に臨む部分上に形成され、その周縁部が前記パッシベーション膜にお
ける前記開口の周囲に乗り上げて形成された介在膜と、前記介在膜上に形成されたポスト
バンプとを備え、前記ポストバンプは、その下面が前記介在膜に下側から支持された基端
部と、前記基端部の前記下面と同一平面からなる下面を有し、当該下面と前記パッシベー
ション膜との間に空間が形成されるように前記基端部から前記介在膜の周縁よりも断面視
で側方にはみ出した周縁部とを含み、前記介在膜の周縁に対する前記ポストバンプの周縁
部のはみ出し量は、前記介在膜の膜厚よりも大きい、半導体装置である。
　また、請求項４記載の発明は、半導体チップと、前記半導体チップ上に形成された配線
と、前記配線を被覆するパッシベーション膜と、前記パッシベーション膜を貫通して形成
され、前記配線を前記パッシベーション膜から部分的に露出させるための開口と、前記配
線における前記開口に臨む部分上に形成され、その周縁部が前記パッシベーション膜にお
ける前記開口の周囲に乗り上げて形成された介在膜と、前記介在膜上に形成されたポスト
バンプと、前記ポストバンプに接合された半田ボールとを備え、前記ポストバンプは、そ
の下面が前記介在膜に下側から支持された基端部と、前記基端部の前記下面と同一平面か
らなる下面を有し、当該下面と前記パッシベーション膜との間に空間が形成されるように
前記基端部から前記介在膜の周縁よりも側方にはみ出した周縁部とを含み、前記介在膜の
周縁に対する前記ポストバンプの周縁部のはみ出し量は、前記介在膜の膜厚よりも大きい
、半導体装置である。
【０００８】
　この構成によれば、半導体チップ上には、配線が形成されている。配線は、パッシベー
ション膜によって被覆されている。パッシベーション膜には、配線をパッシベーション膜
から部分的に露出させるための開口が形成されている。配線における開口に臨む部分上に
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は、介在膜が形成されている。介在膜上には、その周縁部が介在膜の周縁部よりも側方に
はみ出した隆起状のポストバンプが形成されている。
【０００９】
　ポストバンプの周縁部が介在膜の周縁よりも側方にはみ出していることにより、ポスト
バンプの周縁部とパッシベーション膜との間に空間が生じている。この空間が存在するこ
とにより、ポストバンプの周縁部は、パッシベーション膜との対向方向に変形可能である
。よって、ポストバンプに応力が生じても、その応力をポストバンプの周縁部の変形によ
り吸収することができる。その結果、パッシベーション膜にクラックが生じるのを防止す
ることができる。
【００１０】
　また、この構成では、パッシベーション膜とポストバンプとの間に、応力緩和のための
ポリイミド層が介在されないので、ポリイミド層を設けることによる製造工程数の増加や
半導体装置の厚さの増大などの問題を生じない。
　また、前記介在膜の周縁に対する前記ポストバンプの周縁部のはみ出し量は、前記介在
膜の膜厚よりも大きい。
【００１１】
　このように、ポストバンプの周縁部のはみ出し量が介在膜の膜厚よりも大きいことによ
り、ポストバンプにおける変形可能な周縁部の幅を介在膜の膜厚よりも大きく確保するこ
とができる。なお、ポストバンプの周縁部のはみ出し量を介在膜の膜厚よりも大きくする
ためには、たとえば、パッシベーション膜上および配線上に介在膜の材料からなる層を形
成し、その層上にポストバンプを形成した後、ウェットエッチングにより、介在膜の材料
からなる層をパターニングする工程において、ポストバンプの下方にまでエッチングが進
行するようにエッチング時間を設定すればよい。
【００１２】
　また、請求項５記載の発明は、前記介在膜上に形成されたシード膜をさらに含み、前記
ポストバンプは、前記シード膜上に形成されている、請求項１～４のいずれか一項に記載
の半導体装置である。
　また、請求項６記載の発明は、前記シード膜は、その周縁部が前記介在膜の周縁よりも
側方にはみ出している、請求項５に記載の半導体装置である。
　また、請求項７記載の発明は、前記介在膜の周縁に対する前記シード膜の周縁部のはみ
出し量は、前記介在膜の膜厚よりも大きい、請求項６に記載の半導体装置である。
　また、請求項８記載の発明は、前記ポストバンプの側面が、前記シード膜の側面と面一
をなしている、請求項５～７のいずれか一項に記載の半導体装置である。
　また、請求項９記載の発明は、前記半導体チップの表層部に形成された層間絶縁膜をさ
らに含み、前記配線は、前記層間絶縁膜上に形成されている、請求項１～８のいずれか一
項に記載の半導体装置である。
　また、請求項１０記載の発明は、前記ポストバンプがＣｕからなり、前記介在膜が、Ｔ
ｉＷ、Ｔｉ、ＴａおよびＴａＮからなる群から選択される１種からなるバリア膜である、
請求項１～９のいずれか一項に記載の半導体装置である。
　また、請求項１１記載の発明は、前記ポストバンプがＡｕからなり、前記介在膜が、Ｔ
ｉＷからなるバリア膜である、請求項１～９のいずれか一項に記載の半導体装置である。
　また、請求項１２記載の発明は、前記配線が、Ａｌからなる、請求項１～１１のいずれ
か一項に記載の半導体装置である。
　また、請求項１３記載の発明は、前記配線が、Ｃｕを含む金属材料を用いて形成されて
いる、請求項１～１１のいずれか一項に記載の半導体装置である。
　また、請求項１４記載の発明は、前記配線が、ＡｌＣｕからなる、請求項１３に記載の
半導体装置である。
　また、請求項１５記載の発明は、前記配線が、Ｃｕからなる、請求項１３に記載の半導
体装置である。
　また、請求項１６記載の発明は、半導体チップ上に配線を形成する工程と、前記配線を
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被覆するようにパッシベーション膜を形成する工程と、前記パッシベーション膜を貫通す
ることにより、前記配線を前記パッシベーション膜から部分的に露出させるための開口を
形成する工程と、前記配線における前記開口に臨む部分および前記パッシベーション膜に
介在膜を形成する工程と、前記介在膜上に、シード膜を形成する工程と、前記シード膜上
に、所定の形状の開口を有するレジスト膜を形成する工程と、前記シード膜からのめっき
成長により、前記レジスト膜の前記開口内にポストバンプを形成する工程と、前記ポスト
バンプの形成後、前記レジスト膜を除去し、当該除去により露出した前記シード膜におけ
る前記ポストバンプから露出した部分を、前記シード膜をエッチング可能な液により除去
する工程と、前記シード膜の除去後、前記シード膜の下方の前記介在膜にまでエッチング
が進行するように、前記介在膜をエッチング可能な液を前記介在膜に供給することにより
、前記介在膜における前記シード膜から露出した部分を除去し、さらに前記介在膜におけ
る前記シード膜の周縁部と前記パッシベーション膜とに挟まれた部分を前記介在膜の膜厚
よりも多く除去することによって、前記ポストバンプに、残った前記介在膜にその下面が
下側から支持された基端部と、前記基端部の前記下面と同一平面からなる下面を有し、当
該下面と前記パッシベーション膜との間に空間が形成されるように前記基端部から前記介
在膜の周縁よりも側方にはみ出した周縁部とを形成する工程とを含む、半導体装置の製造
方法である。
　また、請求項１７記載の発明は、前記介在膜をエッチングする工程では、前記シード膜
の下方の前記介在膜にまでエッチングが進行するように、エッチング液の供給時間を設定
する、請求項１６に記載の半導体装置の製造方法である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下では、本発明の実施の形態を、添付図面を参照して詳細に説明する。
　図１は、本発明の一実施形態に係る半導体装置の外観を示す側面図である。
　この半導体装置１は、ＷＬ－ＣＳＰ技術が適用された半導体装置であり、半導体チップ
２と、半導体チップ２上に設けられた複数のポストバンプ３と、各ポストバンプ３に接合
された半田ボール４とを備えている。
【００１４】
　図２は、図１における破線Ａで囲まれた部分の構造を示す図解的な断面図である。
　半導体チップ２の表層部には、ＳｉＯ２からなる層間絶縁膜５が形成されている。層間
絶縁膜５上には、Ａｌからなる配線６が所定の配線パターンで形成されている。
　層間絶縁膜５および配線６上には、配線６を被覆するパッシベーション膜７が形成され
、パッシベーション膜７には、配線６の一部をパッシベーション膜７から露出させるため
の開口８が形成されている。
【００１５】
　配線６における開口８に臨む部分上には、ＴｉＷ（チタンタングステン）からなるバリ
ア膜９が被着されている。バリア膜９は、所定の膜厚Ｔ（たとえば、１８０ｎｍ）を有し
ており、開口８内において、配線６の表面およびパッシベーション膜７の側面を覆い、そ
の周縁部がパッシベーション膜７の表面に乗り上がっている。
　バリア膜９上には、Ｃｕからなるシード膜１０が形成されている。シード膜１０の周縁
部は、バリア膜９の周縁に対して側方に、バリア膜９の膜厚Ｔよりも大きいはみ出し量Ｄ
ではみ出して形成されている。
【００１６】
　シード膜１０上には、ポストバンプ３が隆起状に形成されている。ポストバンプ３は、
たとえば、Ｃｕからなる。ポストバンプ３の側面は、シード膜１０の側面とほぼ面一をな
している。
　ポストバンプ３は、その下面がバリア膜９に下側から支持された基端部と、当該基端部
の下面と同一平面からなる下面を有し、当該下面とパッシベーション膜７との間に空間が
形成されるように基端部からバリア膜９の周縁よりも側方にはみ出した周縁部とを含む。
すなわち、ポストバンプ３の周縁部がバリア膜９の周縁よりも側方にはみ出していること
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により、ポストバンプ３の周縁部とパッシベーション膜７との間に空間が生じている。こ
の空間が存在することにより、ポストバンプ３の周縁部は、パッシベーション膜７との対
向方向に変形可能である。よって、ポストバンプ３に応力が生じても、その応力をポスト
バンプ３の周縁部の変形により吸収することができる。その結果、パッシベーション膜７
にクラックが生じるのを防止することができる。
【００１７】
　また、半導体装置１では、パッシベーション膜７とポストバンプ３との間に、応力緩和
のためのポリイミド層が介在されないので、ポリイミド層を設けることによる製造工程数
の増加や、半導体装置１の厚さの増大などの問題を生じない。
　また、ポストバンプ３の周縁部のはみ出し量Ｄは、バリア膜９の膜厚Ｔよりも大きい。
これにより、ポストバンプ３における変形可能な周縁部の幅をバリア膜９の膜厚よりも大
きく確保することができる。
【００１８】
　図３Ａ～３Ｅは、図２に示す半導体装置の一部の製造方法を工程順に示す図解的な断面
図である。
　まず、図３Ａに示すように、ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition：化学的気相成長）
法により、層間絶縁膜５が形成される。その後、スパッタ法により、層間絶縁膜５上の全
面に、Ａｌからなる金属膜（図示せず）が形成される。そして、公知のフォトリソグラフ
ィ技術およびエッチング技術により、層間絶縁膜５上の金属膜が選択的に除去される。こ
れにより、層間絶縁膜５上に、所定の配線パターンを有する配線６が形成される。
【００１９】
　次いで、ＣＶＤ法により、層間絶縁膜５および配線６上に、パッシベーション膜７が形
成される。その後、パッシベーション膜７上に、レジストパターン（図示せず）が形成さ
れる。このレジストパターンをマスクとして、パッシベーション膜７がエッチングされる
ことにより、図３Ｂに示すように、パッシベーション膜７に、配線６の一部をパッシベー
ション膜７から露出させる開口８が形成される。開口８の形成後、レジストパターンは除
去される。
【００２０】
　その後、スパッタ法により、配線６における開口８に臨む部分およびパッシベーション
膜７上に、ＴｉＷからなるバリア膜９が形成される。次いで、スパッタ法により、バリア
膜９上にＣｕからなるシード膜１０が形成される。そして、シード膜１０上に、ポストバ
ンプ３が形成されるべき部分に開口１１を有するレジスト膜１２が形成される。その後、
レジスト膜１２の開口１１内に、Ｃｕをめっき成長させることにより、図３Ｃに示すよう
に、ポストバンプ３が形成される。ポストバンプ３の形成後、レジスト膜１２は除去され
る。
【００２１】
　次いで、ウェットエッチングにより、シード膜１０におけるポストバンプ３から露出し
た部分が除去される。すなわち、シード膜１０をエッチング可能な液がシード膜１０に供
給されて、シード膜１０がポストバンプ３と接する部分を残して除去される。これにより
、図３Ｄに示すように、ポストバンプ３とバリア膜９との間にポストバンプ３の側面とほ
ぼ面一な側面を有するシード膜１０が残る。
【００２２】
　その後、バリア膜９をエッチング可能な液がバリア膜９に供給される。このとき、シー
ド膜１０の下方のバリア膜９にまでエッチングが進行するように、エッチング液の供給時
間が設定される。これにより、図３Ｅに示すように、バリア膜９におけるシード膜１０か
ら露出した部分およびシード膜１０の周縁部とパッシベーション膜７とに挟まれた部分が
除去される。その結果、バリア膜９の側面は、シード膜１０の側面よりも内側（開口８側
）に位置し、ポストバンプ３およびシード膜１０は、それらの周縁部がバリア膜９の周縁
に対して側方にはみ出した形状となる。
【００２３】
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　このように、ウェットエッチングにより、バリア膜９の材料からなる層をパターニング
する工程において、ポストバンプ３の下方にまでエッチングが進行するようにエッチング
時間を設定することにより、ポストバンプ３の周縁部のはみ出し量Ｄをバリア膜９の膜厚
Ｔよりも大きくすることができる。これにより、製造工程数の増加を招くことなく、シー
ド膜１０の周縁部とパッシベーション膜７との間に空間を形成することができる。
【００２４】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、他の形態で実施することも
できる。
　たとえば、上記の実施例では、バリア膜９の材料としてＴｉＷを用いたが、バリア膜９
の材料としては、Ｃｕの拡散に対するバリア性を有する材料であればよく、例えば、Ｔｉ
（チタン）、Ｔａ（タンタル）およびＴａＮ（窒化タンタル）などを例示することができ
る。
【００２５】
　また、ポストバンプ３の材料としてＣｕを用いたが、ポストバンプ３の材料としては、
Ａｕ（金）を用いてもよい。ポストバンプ３の材料としてＡｕが採用された場合、バリア
膜９の材料としては、ＴｉＷを用いることができる。
　また、配線６は、Ｃｕを含む金属材料を用いて形成されていてもよい。Ｃｕを含む金属
材料としては、例えば、ＡｌＣｕ（アルミニウム／銅合金）およびＣｕを例示することが
できる。その場合、層間絶縁膜５に、その上面から掘り下がった配線溝が形成され、この
配線溝に配線６が埋設されてもよい。
【００２６】
　その他、特許請求の範囲に記載された事項の範囲で種々の設計変更を施すことが可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の一実施形態に係る半導体装置の外観を示す側面図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る半導体装置の構造を示す図解的な断面図である。
【図３Ａ】図２に示す半導体装置の製造方法を説明するための図解的な断面図である。
【図３Ｂ】図３Ａの次の工程を示す図解的な断面図である。
【図３Ｃ】図３Ｂの次の工程を示す図解的な断面図である。
【図３Ｄ】図３Ｃの次の工程を示す図解的な断面図である。
【図３Ｅ】図３Ｄの次の工程を示す図解的な断面図である。
【図４】従来の半導体装置の構造を示す図解的な断面図である。
【符号の説明】
【００２８】
　１　　　半導体装置
　２　　　半導体チップ
　３　　　ポストバンプ
　６　　　配線
　７　　　パッシベーション膜
　８　　　開口
　９　　　バリア膜（介在膜）
　Ｄ　　　はみ出し量
　Ｔ　　　膜厚（介在膜の膜厚）
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